
訓子府町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 エネルギー利用の効率化を促進する工事や設備の導入、再生可能エネルギーを活用する

設備を設置する者に対し、その費用の一部を補助する訓子府町住まいのゼロカーボン化推進事

業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めることにより、補助に関

する業務の適正かつ円滑な運営を図り、もって本町におけるゼロカーボンシティに向けた環境

に優しい豊かなまちづくりを目的とする。 

（定義） 

第２条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）町民 住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）に基づき、当町の住民基本台帳に記載

されている者をいう。 

（２）性能向上リフォーム 既存住宅又は既存集会所等のうち、別表第３で定められている省

エネルギー性能や断熱性能の向上を伴う工事をいう。 

（３）集会所等 地域住民が自主的活動を目的として地縁による団体等が所有している施設を

いう。 

（交付対象設備工事） 

第３条 補助金の交付対象設備工事は、別表第１、別表第２及び別表第３に掲げるとおりとする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金は予算の範囲内とし、交付対象設備工事に要する費用に２分の１を乗じて得た額

（1,000 円未満の端数は切捨て）又は次の各号の額を上限とし、いずれか低い額とする。なお、

交付対象設備工事費については最低額を１０万円以上とし、エアコンについては５万円以上と

する。 

（１）太陽光発電             30 万円／戸 

（２）定置用蓄電池            10 万円／戸 

（３）住宅への性能向上リフォーム     40 万円／戸 

    ※エアコンについては上限を 10 万円/戸とする。 

（４）集会所等性能向上リフォーム     25 万円／戸  

２ 前項第 3 号のうち、別表３で定められている空気清浄機能・換気機能付きエアコンについて

は、新設のほか１０年以上経過した機種の交換についてはこれを認め、中古品については対象

外とする。 

（補助対象者） 

第５条 補助金を申請する者（以下「申請者」という。）は、町民又は町民となる見込みの者（第

10 条に規定する導入完了報告書の提出時までに町民となる者）のうち、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 

（１） 訓子府町内に本店、支店、営業所等の事業所を有する事業者のうち訓子府町商工会が

実施する住環境リフォーム促進事業の登録業者と契約する交付対象設備工事を、自ら居住す

る住宅に施工する個人、または、自ら管理する集会所等に施工する団体の長であること。 

（２） 町税等を滞納していない者であること。 



（３）訓子府町暴力団排除条例（平成 25 年訓子府町条例第３号）第２条に規定される暴力団、

暴力団員及び暴力団関係者に該当しない者であること。 

（4）過去に、同一の補助を受けていないこと。 

（5）住環境リフォーム促進事業と事業内容が重複していないこと。 

（6）地縁団体にあっては、訓子府町コミュニティ事業と事業内容が重複していないこと。 

（7）訓子府町結婚新生活支援事業と事業内容が重複していないこと。 

 

（募集及び申請方法） 

第６条 町長は、補助金の交付を希望する者について、募集するものとする。 

２ 申請者は、町長が定める当該年度における受付期間内（以下「受付期間」という。）に訓子府

町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金交付申請書（別記様式第１号）に関係書類を添えて、

町長に提出しなければならない。ただし、申請区分は太陽光発電、定置用蓄電池及び性能向上

リフォームのうちいずれか１つとし、当該年度中に複数区分の申請はできないものとする。 

３ 町長は、交付申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容が第３条及び第５条の規定に

適合すると認めるもののうちから、先着順に受付する。（郵送については到着日を受付日とす

る。）ただし、当該申請書の提出時点で不備があるものにあっては、当該不備に係る補正が完

了した時点で提出されたものとする。 

４ 町長は、申請区分に応じた補助金額の合計が、当該年度の申請区分に応じた予算の範囲を超

えることとなった場合は、受付期間にかかわらず、その日をもって当該申請区分の受付を停止

するものとする。 

５ 当該年度予算の範囲を超えた日に受付した交付申請書については、申請区分に応じた同日受

付分の抽選により決定するものとする。 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条の交付申請書を受付した場合は、その内容を審査の上、これを適当と認め

るときは、補助金の交付決定を行い、訓子府町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金交付決

定通知書（別記様式第２号）により、申請者にその旨を通知するものとする。 

２ 町長は、補助金の交付が適当でないと認めるときは、訓子府町住まいのゼロカーボン化推進

事業補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）により、申請者にその旨を通知するものとす

る。 

３ 交付決定した補助金は、第 11 条に規定する導入完了報告書の内容審査後に交付するものとす

る。 

（工事の着手等） 

第８条 前条の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、同条第１項に定める通知

を受ける日より前に工事に着手してはならないものとする。 

（変更交付申請） 

第９条 交付決定者は、第７条の交付決定通知書を受領後、次の各号のいずれかに該当する場合

は、訓子府町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金変更交付申請書（別記様式第４号）を町

長に提出しなければならない。 

（１）第６条の補助金交付申請書に記載した内容を変更するとき。 

（２）交付決定を受けた補助金額に変更が生じるとき。 



 （３）前号に基づく申請時に、既に交付予定額が予算の額に達していた場合は当初の申請を優

先し補助額の増額はおこなわない。 

（４）補助対象経費に 10 パーセント以上の変更が生じるとき。 

（５）その他町長が必要と認めるとき。 

（変更交付決定） 

第 10 条 町長は、前条の変更交付申請を受付した場合は、その内容を審査のうえ、これを適当と

認めるときは、訓子府町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金変更交付決定通知書（別記様

式第５号）により、交付決定者にその旨を通知するものとする。ただし、補助金額の増額に関

し、変更交付申請の受付日において補助金額の合計が申請区分に応じた当該年度の予算の範囲

を超える場合は、第７条の交付申請を優先して決定する。 

２ 町長は、変更交付申請が適当でないと認めるときは、訓子府町住まいのゼロカーボン化推進

事業補助金変更交付申請不承認通知書（別記様式第６号）により、交付決定者にその旨を通知

するものとする。 

（導入完了報告書の提出） 

第 11 条 交付決定者は、工事終了後から起算して 30 日以内、又は町長が当該年度に定める最終

期限日（以下「最終期限日」という。）のいずれか早い日まで（以下「提出期限日」という。）

に、訓子府町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金導入完了報告書（別記様式第７号）を提

出しなければならない。 

２ 町長は、交付決定者が提出期日までにやむを得ない理由により導入完了報告書を提出できな

い場合は、町長が特に認める場合に限り、町長が認める期日まで延長することができる。ただ

し、延長される期日については、最終期日を超えない日とする。 

（補助金の請求及び支払） 

第 12 条 交付決定者は、前条の導入完了報告書の提出とあわせて、訓子府町住まいのゼロカーボ

ン化推進事業補助金交付請求書（別記様式第８号）により、町長に対して補助金の支払を請求

するものとする。 

２ 町長は、前条の導入完了報告書と前項の交付請求書を受付した場合は、その内容を審査の上、

これを適当と認めるときは、提出された補助金交付請求書に基づき、請求の日から 30 日以内に

交付決定者に対して支払いを行うものとする。 

（適正管理義務） 

第 13 条 補助を受けた交付決定者は、当該設備等の適正な維持管理に努めなければならない。 

（検査） 

第 14 条 町長は、この補助事業に関し必要がると認めるときは、交付決定者から報告を求め、又

は検査を実施できるものとする。 

（処分の制限） 

第 15 条 交付決定者は、工事が完了した日から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められている耐用年数（以下「法定耐用年数」という。）

に相当する間、あらかじめ町長の承諾を受けず、又は補助金交付の目的に反して、取外し、譲

渡、交換及び貸付担保に供して使用してはならない。 

２ 交付決定者は、前項に定める町長の承認について、当該設備等の法定耐用年数の期間内にお

いて処分しようとするときは、あらかじめ、訓子府町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金



に係る財産処分承認申請書（別記様式第９号）により処分の申請を行い、町長の承認を受けな

ければならない。 

３ 町長は、前項に定める承認の申請があった場合において、処分について承認したときは、訓

子府町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金に係る財産処分承認通知書（別記様式第 10 号）

により、交付決定者にその旨を通知するものとする。また、処分について不承認としたときは、

訓子府町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金に係る財産処分不承認通知書（別記様式第 11

号）により、交付決定者にその旨を通知するものとする。 

（交付決定の取り消し） 

第 16 条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金をその他の用途に使用したとき 

（３） 前条に定める処分の制限を、正当な理由なしに遵守しなかったとき。 

（４） その他、この要綱の定めに違反したと町長が認めるとき。 

２ 町長は、前項に定める取り消しをした場合、当該交付決定者に、その理由を通知するものと

する。 

（補助金の返還） 

第 17 条 町長は、前条第１項に定める補助金の交付決定の全部または一部を取り消した場合にお

いて、既に補助金が交付されているときは、支払い期限を定めて、当該交付決定者に、その返

還を命じるものとする。 

（協力の要請） 

第 18 条 町長は、交付決定者に対し、必要に応じて省エネルギーに関する意識の変化や設備仕様

に当たっての満足度その他の情報の提供について、協力を求めることができる。 

（その他） 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

 

（附 則） 

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

別表第１ 太陽光発電 

工事種別 交付対象設備工事（新築住宅及び既存住宅） 

太陽光発電設置工事 （１）対象設備の要件 

 次のすべての要件に適合すること。 



ア 蓄電池と接続し、発電した電気が設置される住宅において消費

されること。 

イ 太陽電池モジュールの合計出力が 10ｋＷ未満の設備であるこ

と。 

ウ 余剰型配線であること。 

エ 電力会社の電力系統に連係できること。 

オ 未使用品であること。 

（２）補助対象費用 

 太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電量表示装置、売電電力

量計、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用 

 ただし、既存機器の撤去に係る費用（撤去した機器等の処理費を

含む）は対象外とする。 

 

別表第２ 定置用蓄電池 

工事種別 交付対象設備工事（既存住宅） 

定置用蓄電池設置工事 （１）対象設備の要件 

 次のすべての要件に適合すること。 

ア 常時、太陽光発電と接続し、太陽光発電が発電する電力を放充

電できるリチウムイオン蓄電池を使用したものであること。 

イ 蓄電容量が 17.76ｋＷｈ未満であるもの。 

ウ 電力会社の電力系統に連係できること。 

エ 未使用品であること。 

（２）補助対象費用 

 蓄電池部、電力変換装置（蓄電池及び太陽光発電に併用できるも

のも含める）、配線、配線器具、その他附帯機器等の購入及び据付

工事に関する費用。 

 ただし、既設機器の撤去に係る費用（撤去した機器等の処理費を

含む）は対象外とする。 

 

 

 

別表第３ 性能向上リフォーム 

工事種別 交付対象設備工事（既存住宅） 

建物全体の断熱改修 建物全体の外皮平均熱貫流率を 0.46ｗ/（㎡・ｋ）以下とする工事 

開口部の省エネ改修 窓及びドアの断熱性能を高める工事 

躯体の省エネ改修 外壁全体の断熱性能を高める工事 

 屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事 

 床全体の断熱性能を高める工事 



高 効 率

機 器 の

導入 

高断熱浴槽 ＪＩＳ Ａ5532:2011 に基づく「高断熱浴槽」と同等以上の性能を

有すること。 

電機ヒートポン

プ 

ＪＩＳ C9220:2018 に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効

率が 2.7 以上であること。 

潜熱回収型ガス

給湯器 

給湯暖房機にあっては、給湯部熱効率が 94％以上であること。給

湯単機能、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が 83.7%以上で

あること。 

潜熱回収型石油

湯給湯器 

油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が 94％以上である

こと。石油給湯器の直圧式にあっては、モード熱効率が 81.3％以

上であること。石油給湯器の貯湯式にあっては、74.6％以上である

こと。 

ヒートポンプ・

ガス瞬間式併用

型給湯器 

熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシス

テムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率（ＪＧＫＡＳＡ705）が

102％以上であること。 

節湯水栓 ＪＩＳ B2061:2017 に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機

能を有すること。 

燃料電池システ

ム 

燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プロ

グラムにおいて選択可能な機種であること。（燃料電池発電ユニッ

トの後付けも可） 

コジェネレーシ

ョン設備 

燃料電池発電ユニット 

・燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プ

ログラムにおいて選択可能な機種であること。（燃料電池発電ユニ

ットの後付けも可） 

ガスエンジン給湯器 

・ガスエンジン・コジェネレーションについては、ガス発電ユニッ

トＪＩＳ基準（ＪＩＳ B8122）に基づく発電および非熱利用の総

合効率が、低位発熱量基準（ＬＨＶ基準）で 80％以上であること。 

空気清浄機能・

換気機能付きエ

アコン 

次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄

機能を有するエアコン、または換気機能を有するエアコン 

①国、地方公共団体または独立行政法人（以下「国等」という）が

運勢する試験機関等 

②国等の認可等を受けた試験機関等 

③法令または条例に基づく試験等を国等から受託している試験機

関等 

ＬＥＤ照明 工事を伴うものであること。 

節水型トイレ ＪＩＳ A5207 に規定する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有す

る便器（使用水量 6.5ℓ以下） 

 


